
 

 

○８番（平山晶邦議員） 平山晶邦です。通告に従いまして一般質問を行います。 

 ６月１日に国会も終わり，参議院選挙に向けて事実上の選挙戦に入っています。今回はアベノ

ミクスの評価について争点の選挙と言われております。また，政府内でも消費税の扱いの中で，

財政出動なのか財政規律なのか議論が伯仲しておりますが，私は財政規律が大切なのではないか

と考えています。私の市議会活動も，財政規律という視点で質問をすることが多いと思います。

財政規律が緩んでしまうと歯止めが効かなくなるリスクがあるのではないかと考えます。それゆ

え私は，財政規律を大切にした市の行政運営を執行部の皆さんに求めるものであります。前段に

以上のことを申し上げ，質問に入ります。 

 私は３月議会でも，株式会社水府振興公社と一般財団法人里美ふるさと振興公社の経営管理の

質問をいたしました。ご答弁では，今後，第三セクターの市における経営の管理は総務部が一括

して行うこと，また，市及び三セク双方の法的責任や財政的負担の範囲の明確化に努めること等

の答弁が総務部長よりありました。また市長より，施設の経営改善がなされなければ，その施設

が今後継続する必要があるのかないのか，その点を考えながら経営はしていく必要があるという

旨のご答弁がございました。そのご答弁を踏まえて，今回平成２７年度の決算が示されましたの

で，第１の質問として，２団体の決算内容を踏まえた経営について質問をいたします。 

 １問目の質問として，平成２７年度の決算内容について，市としてどのような分析を行って，

どのようなご所見をお持ちなのかお伺いをいたします。今回私たちに示された決算報告書を見た

とき，総務部が管理するとこの決算報告書がよくなったという思いを持ちました。それは前年と

の比較を報告書の中に折り込んでおりますし，これによって前年との経営の違いが見えてきて，

私たちも理解しやすくなりました。それでは，この報告書に示されております決算内容について，

私が２団体の決算報告を見た考察を申し上げて質問をいたします。決算内容でありますので，数

字が羅列されますが，大切なことなのでご容赦をいただきたいと思います。それでは，株式会社

水府振興公社から申し上げます。 

 株式会社水府振興公社は，平成６年に設立し，資本金 2,０００万円，うち市からの資本金は 1,

０００万円で，代表取締役は市長が務めております。事業内容は，竜神大吊橋を中心としたレス

トランや物産販売等，そして入浴施設等の経営を行っております。水府振興公社の経営は，２５

年度，２６年度とも２期連続赤字決算で，２７年度も赤字決算となってしまいました。 

 その内容を損益計算書で２６年度と比較してみますと，売上高は２７年度１億 7,１９５万 1,

０００円で，２６年度は１億 9,２０７万 3,０００円ありましたから，２６年度より 2,０１２万

2,０００円の１０％減で，前年比９０％の売り上げでありました。会計士に聞きますと，経営で

１０％売り上げが落ちるということは，異常な状況だそうです。この売り上げ状況は前年から見

ると，一月分の売り上げがなくなってしまったことを意味しています。売り上げ総利益も２７年

度 8,７３９万 4,０００円で，２６年度は 9,８４１万 6,０００円，前年比 1,１０２万 2,０００円

減の１１％減で，前年比８９％の総利益でありました。販売費と一般管理費は，２７年度１億 2,

３６９万 8,０００円，２６年度は１億 3,６３９万 6,０００円で，前年比 1,２６９万 7,０００円

の減で，前年の９０％に抑えて，販売費と管理は低減したその努力がうかがえます。営業利益で



 

 

見ますと，２７年度は 3,６３０万 4,０００円の赤字，２６年度は 3,７９７万 9,０００円の赤字

でありましたから，前年から見ますと 1,６７５千円に赤字幅は減少しました。営業外収益は，２

７年度 3,４６０万 9,０００円で，２６年度は 3,４８５万 3,０００円，前年比マイナス２４万 4,

０００円の減でありました。営業外費用は，２７年度 1,２５０万 1,０００円で，２６年度は 1,

４３９万 3,０００円，前年比１８９万 1,０００円減しています。経常利益は，２６年度 1,７５

２万円の赤字決算，２７年度は 1,４１９万 7,０００円の赤字決算になり，当期純利益は２７年度

1,４３８万 2,０００円の赤字決算となっています。赤字幅は，前年比から見ますと３３３万円減

りました。 

 この損益計算書から見えてくる最大の問題は，私は，２６年度と比較して２７年度の売上高が

１０％落ちていることだと思います。 

 次に，貸借対照表で見てみますと，２７年度の流動資産 1,６０８万 8,０００円で，２６年度は

2,１３２万 9,０００円でありましたから，流動資産が５２４万 1,０００円減っています。それに

対する流動負債は，２７年度 1,８５１万 8,０００円，２６年度は 1,５０６万円でありましたの

で，３４５万 8,０００円流動負債が増えています。資産合計では，２７年度は 3,７２６万 2,０

００円，２６年度は 4,７３３万 9,０００円，１年で資産が実に 1,００７万 6,０００円マイナス

しています。資産が減っています。それに対する負債は，２７年度が 1,９３６万 6,０００円，２

６年度は 1,５０６万円で，負債が４３０万 5,０００円増えています。負債は４００万円ほど増え

ています。純資産で見ますと，２７年度は 1,７８９万 6,０００円，２６年度は 3,２２７万 8,０

００円で，純資産は実に１年間で 1,４３８万 2,０００円減っています。資金面から評価をしてみ

ますと，売上高１億 7,１９５万 1,０００円ということは，月商では 1,４３２万 9,０００円，1,

４００万円の売り上げになるわけです。しかし手元資金の現金が，これは預貯金も含めて 1,０６

８万 3,０００円と，月の売り上げの 0.７カ月しかない状況です。会計士から見ると，「通常では

資金がショートして，不渡りを出していつ倒産してもおかしくない状況だと思われる」と言われ

ました。２７年度は新規借り入れを初めて行っております。２７年度は，借り入れを行わなけれ

ば経営が大変難しい状況にあったのではないかと推察いたします。 

 現在の決算内容では，これはわかりやすいようにたとえ話として申し上げますが，水府振興公

社は今年の３月３１日に，例えば団体を清算するということにしても３００万円ほどお金が足ら

なくて，債務清算ができない状況だということなんです。誰かがお金を出してくれなければ借り

ているお金を清算できない状態なんです。それゆえ，出資金なども全部使っているわけですから，

水府振興公社においては，経営を立て直して少しずつ内部留保ができる経営体質を作っていく必

要があります。 

 私は，水府振興公社に対しては，以上のような考察を持っています。 

 次に，一般財団法人里美ふるさと振興公社は，平成３年に出捐金１億 3,５６０万円，うち１億

円を市が出して設立し，代表理事を小林信房氏が務めています。事業内容は，ぬく森の湯や和牛

の飼育やプラトーさとみ等の経営を行っています。 

 里美ふるさと振興公社の経営も，２５年度 1,７９５万 1,０００円の赤字決算，２６年度は 2,



 

 

４８３万 7,０００円の赤字決算となり，２７年度も 3,００４万円の毎年毎年赤字が増加した赤字

決算になっています。 

 ２７年度決算を２６年度と比較してみたいと思います。 

 正味財産増減計算書で見てみますと，経常収益は２７年度３億 2,９８３万 1,０００円で，２６

年度は３億 1,６１４万 9,０００円ですから，２６年度よりも収益は 1,３６８万 1,０００円増え

ています。しかしそれに対する経常費用で見てみますと，２７年度３億 5,９７８万 4,０００円，

２６年度は３億 4,０８９万 5,０００円で，前年より 1,８８８万 9,０００円の費用が増えていま

す。1,３００万円売り上げが増えたけれども，1,８００万円の経費がかかってしまったという状

況です。２７年度の経常収益３億 2,９８３万 1,０００円から経常費用３億 5,９７８万 4,０００

円を引きますと 2,９９５万 3,０００円の赤字です。２６年度は経常収益から経常費用を引いたマ

イナスは 2,４７４万 6,０００円でありましたから，赤字が１年間で５２０万 7,０００円増えて

しまいました。 

 経常収益と経常費用から見ると以上ですが，それでは，事業として成り立っているのかという

視点で見てみます。 

 事業収益と事業費用で見てみますと，２７年度の事業収益は３億 2,９７８万 9,０００円ありま

した。前年度より 1,４１２万 8,０００円増加しています。しかし，事業費用は３億 4,４０５万

円で，費用も前年から比較すると 2,０２１万 9,０００円増加しています。前年より事業売り上げ

が 1,４００万円上がったけれども事業費用が 2,０００万円多くかかっています。２７年度事業で

も 1,４２６万円のマイナス赤字となっています。２６年度の事業赤字は８１７万 1,０００円であ

りますから，現在の内容では，事業をやればやるほど赤字幅が倍に増えた状況です。事業のあり

方を見直さないで今のままで事業を行っていたのでは，赤字が毎年毎年増えていく状況となりま

す。当期の正味財産のマイナスは 3,００３万 9,０００円で，２６年度は 2,４８３万 7,０００円

ですから，正味財産で見ましても５２０万 1,０００円の赤字幅が増えています。 

 それよりももっと深刻なのは，一般正味財産の期末の残高がマイナス４６６万 3,０００円にな

ってしまったことではないでしょうか。２７年度の事業の最初の段階では，この一般正味財産は

2,５３７万 5,０００円ありました。それが期末ではマイナス４６６万 3,０００円，実に 3,００

３万 9,０００円のマイナスになってしまいました。 

 これが私が里美ふるさと振興公社の正味財産増減計算書から見た考察です。 

 次に，貸借対照表でこれを見てみます。現金預金が２７年度期末では 5,３７３万 8,０００円，

２６年度期末は 8,５２２万 2,０００円，実に１年間で現金預金が 3,１４８万 2,０００円減って

しまっています。流動資産は２７年度 8,６４０万円，２６年度は１億 1,７７７万 1,０００円で，

２６年度から２７年度で実に 3,１３７万 1,０００円の流動資産を減らしています。資産合計では，

２７年度は１億 8,１８６万 9,０００円，２６年度では２億 1,９４２万 4,０００円で，資産が 3,

７５５万 4,０００円減っているんです。資産の対極に位置する負債で見てみますと，流動負債は

２７年度，借り入れなどを含めて 5,０９３万 3,０００円，２６年度は 5,８４４万 8,０００円で，

負債は前年より７５１万 5,０００円減額しました。 



 

 

 しかしここで考えなければいけないことは，流動負債を払うべき流動資産で，ここに書いてあ

ります牛――二千何百万円流動資産の中に上がっておりますが，それを除いたキャッシュといい

ますかお金で見てみますと，現在 6,０１５万 8,０００円しかありません。その流動資産と流動負

債の差は，２７年度――今年の３月の期末には，実に９２２万 5,０００円しかありません。負債

と正味財産の合計で見ましても，２６年度は２億 1,９４２万 4,０００円が，２７年度は１億 8,

１８６万 9,０００円，実に１年間で 3,７５５万 4,０００円減っています。 

 ２７年度と２６年度を比較した貸借対照表から見えてくる，これは私の考察でございますが，

資金の手当という側面から見ると，２６年度からの現金預金の減少は 3,１４８万 2,０００円あり，

２７年度末は現金預貯金の残高が 5,３７３万 8,０００円，それと出捐金，本来は１億 3,６００

万円あったものが，現在は定期預金で 5,５６０万円でありますから，この 5,５６０万円を含めて

も，手持ち資金は１億９３３万 8,０００円で，そこから借入金 3,０００万円を引くと手持ち資金

は 7,９３３万 8,０００円です。仮に２７年度のような 3,０００万円の赤字が続くと，２年半で

里美ふるさと振興公社の資金がショートしてしまいます。また，２８年度の期首の一般正味財産

は，これはマイナスの４６６万 3,０００円から始まるのです。私はこれは大変厳しい経営状況で

あると認識しています。個々の事業を精査して，事業の取捨選択を行って，公的事業にふさわし

い経営を行う必要があると私は思います。市執行部の皆さんも認識しているのではないでしょう

か。 

 そこで，市は今回の決算状況を踏まえて，どのような考察とご所見を持っているのかについて

お伺いをいたします。 

 ２点目として，水府振興公社と里美ふるさと振興公社の経営体制についてお伺いをいたします。 

 今回の決算状況を踏まえて，どちらの団体も３期連続して赤字決算が続いています。水府振興

公社は現金がない自転車操業の状態です。里美ふるさと振興公社は，あと２年，３年で資金がシ

ョートする状態です。また，里美ふるさと振興公社においては，赤字決算であるにもかかわらず，

建物の取得や機械の購入など新たな固定資産の購入を進めています。自己資金があるにもかかわ

らず借り入れを進め，利子の支払いを行っています。これは経営体制の危機です。私は抜本的な

経営体制の見直しが必要であるという認識を持っています。私たち市民から負託されている市議

会議員も，この危機にどのように対処していくのかを真剣に考えていかなければならないときだ

と考えます。そこで現在の経営体制についてのご所見と今後について，市長にお伺いいたします。 

 第２の質問は，市道の整備等の仕組みについてお伺いをいたします。 

 よく市民から「町会長さんに話してあるんだけれども，この道路の補修や改良はどうなってい

るのだろうか」という質問を受けます。私も立場上調べてお答えてするわけですが，市民は要望

があった市道の整備が行われるまでの仕組みについては，よほど勉強している方でないと存じ上

げないのではないかと思います。やはり市民にとっては生活道路や農道改修や市道の改良工事は，

一番身近な市に対する要望事項であると思います。そこで市道等の整備までの市の仕組みについ

て，ご説明願いたいのであります。 

 第３の問題は，木造住宅耐震診断士派遣事業と木造住宅耐震改修助成金交付事業についてお伺



 

 

いをいたします。 

 私の友人が熊本県に行ってきて，その状況を教えてくれました。「木造住宅の被災状況はすさ

まじく，よくあの状態で死者が５０人弱で済んだと思う」と話してくれました。その話を聞きな

がら，私たちが住む常陸太田市も高齢者が多く木造住宅が多い地域でありますし，マグニチュー

ド６や７の地震がいつ起こっても不思議でない環境でありますので，木造住宅の改修強化を進め

ていくことは重要課題であると考えます。 

 そこで１点目として，常陸太田市木造住宅耐震診断士派遣事業と耐震改修助成金交付事業の進

捗状況についてお伺いをいたします。２点目として，今後どのようにこの２つの事業を推進して

いくのかについてもお伺いをいたします。 

 以上で１回目の質問といたします。 

○菊池伸也副議長 答弁を求めます。市長。 

〔大久保太一市長 登壇〕 

○大久保太一市長 ２つの振興公社についてのご質問の中で，それぞれの経営体制についてどう

考えるかというお尋ねがございました。そもそもこの２つの振興公社は，行政が地域振興のため

に必要な施設整備をした上で，そこの管理運営のために受け皿として第三セクターとしての振興

公社を立ち上げてきているというのが基本的な考えであります。 

 その中にありまして，第三セクターは一般的に，だからといって経営を投げやりにしていいと

いう法はどこにもありませんで，水府，里美両振興公社においては，地方公共団体から独立した

事業主体として，自らの責任で事業を遂行する法人でございます。その経営は，自らの判断と責

任に基づいて遂行することが原則であると認識しているところであります。すなわち，言葉をか

えますと，売り上げを伸ばし，そして市から支払われる指定管理料を含む全体の収入の中で，経

費等々を削減して利益を出すことが具体的な公社としての仕事だと考えております。しかしなが

ら，経営が悪化した場合の経営健全化，特に抜本的改革につきましては，事業の公益性，公共性，

地方公共団体が行う公的支援による財政的リスク等を踏まえ，地方公共団体が主導することが必

要であると考えております。 

 このことから，市におきまして分析した結果を示しながら，事業の必要性や採算性，経営改善

等の指導を行うとともに，それぞれの振興公社の組織体制等についても出資出捐者としての実質

的な関与を強めることができるようにする必要があると考えております。そのために，経営状況

についての会計士等の分析はもとより，それを改善に向けて課題を抽出した上で，改善に向けて

どう運営をしていくか，そのことについても行政としてもっと強く関与をしていく体制を整える

べきだというふうにも考えております。 

 次に，議員ご発言の中にもありましたように，当然のことながら水府振興公社の社長を私が務

めておりますので，これまで社長になりましてから，水府振興公社の運営にかかわって何を基本

として運営してきたか，そしてまた，前年度の売上が１割強落ちておりますが，それらについて

概略をご報告させていただきたいと思います。 

 まず，先ほど申し上げましたような観点から，水府振興公社におきましては，市からいただく



 

 

指定管理料を毎年上げることではなしに，経営の改善を行うことによって毎年下げる方向への経

営活動ができるようにということが第一の目標であります。これまで指定管理料につきましては，

そういうことで毎年下げてきたという経緯がございます。ただその中で，もっと利益を出せるよ

うなところへ抜本的な改善ということになりますと，なかなか難しい点があったのも事実でござ

います。 

 たまたま東日本大震災により，福島第一原発の事故が発生いたしました。あのときに吊橋に来

てくれるお客さんが半減いたしました。当然のことながら営業賠償金として，東電より多額の補

償金をいただきました。発生前に指定管理料も決まっておりましたので，多額の補償金について

はその一部を，指定管理料を低減するという考えで市のほうに戻させていただきました。その後，

平成２６年にはわずかな補償金が入っておりましたが，２７年は当然お客の数が回復いたしまし

たのでゼロになっていた。そのときに指定管理料について見直しをきちんとすべきであったわけ

ですが，少し厳しく見過ぎまして，指定管理料については上げることはしませんでした。その結

果として２７年の状況となったところであります。 

 売り上げ落ちた理由は大きく２つあります。１つは，渡橋者の数がおかげさまで震災前に戻っ

てきたものの，売店の売り上げがその戻り具合に比較をして伸びが悪かったということがありま

す。それからもう一つは，従来あの売店では常陸太田市内の特産品を中心として販売をすべきだ

というのが私の経営の基本的な考え方であります。その観点からコンサルを入れまして，１カ月

ちょっとの間売店を閉鎖して，商品のレイアウト，それから商品の棚揃え等について全て見直し

をかけました。その間は当然営業停止しておりますから売上高が減少していたという状況であり

ます。これは将来に向けてどうしてもやらないかんということでそういうことをさせていただき

ました。また，入浴施設につきましても水回りの補修をする必要がありまして，ここも１カ月間，

営業を続けながらではありますが，途中工事現場と客室を板張りで仕切りながら営業をしたとい

うことで，当然のことながらお客は減っていた，その２つが重なりまして１割の売り上げの減と

いうことになったところであります。 

 しかし一方で，経費についてもできるだけ削減いたしまして，先ほどご発言にありましたよう

に，経常収支はまだ赤字ではありますけれども，それも３３０万円ほど前年比で改善してきたと

いうのがこれまでのいきさつでございます。 

 いずれにしましても赤字でいいんだという理由にはなりませんので，冒頭申し上げましたよう

に，その組織体制等々について，少し時間は必要になるかもしれませんが，その中身を直してい

きたい。そして長期的には，地域振興のためにつくったああいう施設について，これが先ほど言

ったように公共性，広域性の観点から見て未来永劫必要なのかどうかということは，長期的に行

政が判断していく，これは振興公社の判断範疇ではありませんので，行政のほうとして判断をし

ていきたい，そんな思いであります。 

 以上です。 

○菊池伸也副議長 総務部長。 

〔植木宏総務部長 登壇〕 



 

 

○植木宏総務部長 株式会社水府振興公社，一般財団法人里美ふるさと振興公社の平成２７年度

の決算内容についてのご質問にお答えいたします。 

 初めに，株式会社水府振興公社でございますが，事業収益は約マイナス 1,４００万円で，議員

ご指摘のとおり，平成２６年度からの売上高が減少しておりますが，これにつきましては先ほど

市長の答弁にもございましたが，物産センターの売店の改修工事を１０月１５日から３０日まで

の間行っておりますが，対前年度同時期と比較をいたしますと約４２０万円の減となっていると

ころでございます。また，竜っちゃん乃湯も６月１５日から８月１０日にかけまして耐震工事を

行っておりますが，これを対前年度同時期と比較いたしますと約４４０万円の減となっていると

ころでございます。これらが売り上げに大きな影響を及ぼしたものと分析をいたしているところ

でございます。 

 次に，販売費及び一般管理費につきましては，議員ご発言のとおり，経費節減等により低減が

図られつつあるところでございます。 

 次に，流動資産でございますが，未収入金が減っているにもかかわらず減少いたしております

のは，売上高の減少が大きく影響しているものと分析いたしているところでございます。さらに

課題となりますのは，固定費である人件費の占める割合が４０％と高いこと，原価率につきまし

ても４９％と同様に高くなっていることが経営を圧迫していると分析いたしているところでござ

います。 

 なお，これらの状況を受けまして，平成２８年度におきましては，固定費である人件費の削減，

ガードマン経費等の営業外費用の圧縮，指定管理料支払い時期の変更によるスムーズな資金の供

給など，収支の改善を図る取り組みを始めたところでございます。 

 次に，一般財団法人里美ふるさと振興公社でございますが，里美ふるさと振興公社の事業収益

は，約マイナス 3,０００万円で，議員ご指摘のとおり２年連続で正味財産増減額のマイナスが続

いておりまして，一般正味財産が大きく減少している状況にございます。さらにこの中で課題と

なりますのは固定費である人件費の占める割合が３５％と高いこと，さらに原価率につきまして

も４６％と同様に高くなっていることが経営を圧迫していると分析いたしているところでござい

ます。 

 また，事業収益を事業ごとに見てまいりますと，実施事業等会計として計上されております小

里牧場の正味財産現額が公社全体の正味財産現額の６4.８％を占めており，経営状況に大きな影

響を及ぼしているものと認識しているところでございます。 

○菊池伸也副議長 建設部長。 

〔生田目好美建設部長 登壇〕 

○生田目好美建設部長 市道の整備等の仕組みについてのご質問にお答えをいたします。 

 市では市民が安全で安心して暮らせる地域づくりのため，市道整備に取り組んでおります。そ

の基本的な考えでございますが，幹線道路につきましては，国道，県道を補完して市内の道路ネ

ットワークを形成し，地域の活性化や交通渋滞を解消するなど，広域的な幹線として整備が必要

な路線につきましては，年次計画を定めまして計画的に整備を進めております。また，市民生活



 

 

に密着し，安全性，利便性を向上させ，使い勝手のより道路として整備する生活道路につきまし

ては，主に地元町会からの要望等を踏まえまして現地調査を行い，地域性，緊急性，経済性など

を考慮し，優先順位等の整理をしまして整備を進めております。 

 これらの市道整備を進めていく中で，地元町会等からの要望により市道を整備する場合の仕組

みにつきましては，大きく３つに分けられます。 

 まず１つ目は，用地取得を伴うなど規模の大きな道路改良に関する整備ですが，要望を受け付

けた後に，速やかに現地調査を実施し，概略の事業計画を立案した後，道路整備の適正化及び計

画的推進を図ることを目的に設置された市の審査機関である常陸太田市道路整備審査会で審査が

なされ，承認された路線について事業課を進めてまいります。 

 承認された路線につきましては，地元役員さんとともに準備に入りますが，地域の方々との合

意形成を図りながら進めるために，各測量調査，地形調査，路線測量，用地測量の前に地元説明

会を開催し，その内容及びスケジュール等の説明を行います。事業化から用地測量の完了まで順

調に進めばおおむね３年以内に完了し，その後用地取得交渉と工事を実施し，全体で５年から６

年程度で事業が完了できるように努めているところでございます。 

 ２つ目は，市道及び法定外道路――主に農道でございますが――の維持補修への要望ですが，

指導については建設課が窓口となり，法定外道路――農道については農政課が窓口となります。

維持補修につきましては緊急性がある事案があることから，要望書を受けた後，ただちに市職員

が現地確認をするなど速やかな状況把握に努めております。緊急性や経済性，施工性，必要性を

検討した後，実施内容に応じて担当職員が直接実施するか，もしくは専門業者へ工事依頼をしま

して対応しております。 

 ３つ目は，通学路の整備についてですが，毎年度初めに各学校の職員と保護者が合同で通学路

の点検を行い，危険箇所等の改善に向けた要望を取りまとめ，教育委員会に提出されます。教育

委員会は，現場を確認した上で管理台帳にまとめ，毎年８月ごろに開催される常陸太田市通学路

安全対策連絡協議会で対応策の協議がなされ，関係機関にハード面，ソフト面での対策と連携を

図りながら講じているところです。 

 なお，道路改良事業等の道路整備の理解を深めていただけるように，市の道路整備における事

業工程等につきまして市ホームページへ掲載するなど，市民の皆様への周知に努めてまいります。 

 続きまして，３項目めの木造住宅耐震診断士派遣事業と木造住宅耐震改修助成金交付事業につ

いてでございます。 

 まず初めに，この事業の進捗状況についてのご質問にお答えします。 

 木造住宅の耐震化つきましては，今後予想される大規模地震に対して市民の生命，財産を守る

ことを目的とし，既存建築物の耐震性の向上を図るため，平成２１年３月に策定されました常陸

太田市耐震改修促進計画に基づいて，耐震化が図られるように情報の提供や助成制度による支援

を行っているところでございます。 

 耐震改修を促進するための木造住宅耐震診断士派遣事業と木造住宅耐震改修助成金交付事業に

つきましては，新耐震設計基準が適用される昭和５６年５月３１日以前に着工された建物を対象



 

 

としまして，国の社会資本整備総合公金事業を活用し事業を実施してまいりました。 

 木造住宅耐震診断士派遣事業につきましては，木造住宅の所有者が耐震診断を受けようとする

際に 2,０００円を負担していただくことにより，市が耐震診断士を派遣し，耐震診断士が地盤や

基礎及び建物内部の柱，天井裏，床下などを目視により確認し，図面化することで構造的な評価

を実施し，その結果得られた上部構造評点が 1.０以上あれば耐震性を有するものと判断いたしま

す。この事業は，平成２１年度から実施しており，平成２７年度までの７年間で１５９件を診断

しております。 

 次に，木造住宅耐震改修助成金交付事業につきましては，木造住宅耐震診断士派遣事業をフォ

ローする事業として平成２３年度から事業を実施しており，耐震性能の判断となる上部構造評点

が 1.０未満の住宅について，耐震改修計画と耐震改修工事を実施する際の費用を一部助成する制

度であります。助成金の額につきましては，耐震改修計画につきましては，限度額が１５万円で，

費用の３分の１以内，耐震改修工事は限度額を４５万円とし，費用の３分の１以内としておりま

す。平成２３年度から平成２７年度までの５年間での実績としましては，改修計画が５件，改修

工事は７件となっております。 

 続きまして，今後の推進についてでございますが，これまでの木造住宅耐震化の状況としまし

ては，常陸太田市耐震改修促進計画において，平成２７年度末までに９０％以上を目標として木

造住宅耐震化の促進に努めてまいりましたが，平成２７年度末時点の推計時で７6.１％にとどま

っている状況でございます。このような中，東日本大震災での甚大な被害や首都直下地震の切迫

性が指摘されている現状や平成２５年の「耐震改修促進法」の改正を受けて，国が平成２７年６

月に策定した「国土強靭化アクションプラン２０１５」におきましては，耐震化の具体的数値目

標を平成３２年度末までに９５％としております。また，県の耐震改修促進計画におきましても

同様の目的としておりますので，当市といたしましても本年３月に計画を見直し，平成３２年ま

での耐震化の目標を９５％としたところでございます。 

 このため，より一層の耐震化の促進に向け今年度から，耐震改修計画につきましては助成限度

額を１０万円から１５万円，耐震改修工事は３０万円から４５万円へと増額し，利用者の負担軽

減を図るとともに，これまでの広報紙やパンフレット，ポスター，ホームページなどによる周知

啓発を一層充実させるほか，東日本大震災による甚大な被害を受けた経験や震度７を２回記録し

た熊本地震を教訓とする新たなチラシを作成し，町内に回覧するなどにより住宅の耐震化の推進

に努めてまいります。 

○菊池伸也副議長 平山議員。 

〔８番 平山晶邦議員 質問者席へ〕 

○８番（平山晶邦議員） ２回目の質問をいたします。 

 １問目の決算内容についてお伺いをいたします。水府振興公社，里美ふるさと振興公社とも事

業や施設が多岐にわたっています。これではどの施設やどの事業がプラスなのかマイナスなのか

私たちにも判断ができません。先ほどお示ししましたこういう総合的な決算書では出てくるんで

すが，個々の事業の中でのプラスマイナスが出ておりません。水府振興公社は事業が似通ってい



 

 

ますし，市の事業担当部門も一部一課ですかね，一部が管理していますからまだ理解できるんで

すが，里美ふるさと振興公社は事業，施設とも市の複数の部門が担当しています。これではどの

事業や施設で決算状況がよいのか悪いのか判断がつきません。今後，事業ごと，施設ごとの会計

状況を報告していただきたい。例えば仮決算というか上期決算，下期で本決算という中で事業ご

と，そういう会計状況を報告願いたいと考えているんですが，ご所見をお伺いいたします。 

○菊池伸也副議長 市長。 

○大久保太一市長 事業のスクラップ・アンド・ビルドに資するためには，今議員ご指摘のよう

に，各事業ごとの経営状況をきちんとつかまないことにはそこから先へ進めませんので，水府振

興公社につきましては，それぞれの部門ごとの収支計算をきちんと出させるようにしております。

また，里美ふるさと振興公社に対しましても同じような考え方で，各事業ごとといいますか，施

設ごとの収支状況がわかるようにしてくれと，そういうことは前々から話をしているところであ

ります。私の手元にはその数字がありますけれども，議員さんにはこれまで全体のものしか出て

おりませんので，今後そういうものに付けるようなことを考えていきたいと思います。 

○菊池伸也副議長 平山議員。 

○８番（平山晶邦議員） ありがとうございました。ぜひよろしくお願いいたします。 

 それと体制の話ですけれども，先ほど市長から組織体制等につきましても出資出捐者として市

の関与を強めたいというご答弁があったと思います。私は，構造的な経営体制，今の経営体制の

中にも何が問題か，個々の細かいことは申し上げませんが，相対的な中で私は問題があるのでは

ないかなという認識を持っております。どういう組織体制がいいのかは私はわかりませんが，執

行部の皆さんには抜本的な組織体制をお考えいただいて，そして，先ほど市長からご答弁あった

ように，指定管理料を公的なセクターが当然，そんなことは当然なわけでありますから，指定管

理料の範囲内で利益を出せとは言いませんから，その中でおさまるような経営体制というんです

か，そういうふうなもの。あと一つは透明性だと私は思うんですよ。そういうふうな透明性が確

保された執行体制というか経営体制が私は必要だと考えているんですが，それは水府振興公社に

限りません。里美ふるさと振興公社に対しても市長はどのようにお考えなのかお聞かせいただき

たいと思います。 

○菊池伸也副議長 市長。 

○大久保太一市長 それぞれの振興公社の執行体制を比較いたしますと違いがあります。水府振

興公社の場合には，金融機関等も含めた出資団体に取締役として入っていただきまして，毎年の

予算の状況，それから決算の状況については取締役会等々で厳しい審議をいただくと，そういう

ことをやっております。それからもう一方の里美の場合には，理事会が経営責任を持っているわ

けです。その理事会の中で理事さんが経営の方針，あるいは方向づけについての承認を理事会で

やった後，職員ではなく理事さんですけれども，実行側にも回っているというところが少し違い

ます。 

 私の考えとしては，民間企業も同じですけれども，その経営状況について厳しくチェックので

きる部門，それから執行体制の部門というのは，やっぱり切り離してやっていかないことには前



 

 

進といいますか，そういうことが図られないのではないかという気がします。それを促すもとと

して，指定管理料，あるいは出資団体として地方公共団体の中で財務諸表をきちんと読み解き，

その中から課題を抽出できるような能力といいますか，それを持った体制になっているかどうか

という見方をしたときに，それは弱いと思うんです。そういうところについても時間はかかりま

すが，行政執行側としても体制を整え，そしてまた，振興公社のほうの人事体制に絡むことにつ

いては，費用も発生する，あるいは変化は出てくるわけですから，それらについても事の次第に

よっては指定管理料への反映ということもせざるを得ないかもしれません。しかしそうやっても

長期的には経営体質を強化することが必要ですから，そんなことを考える必要があるだろうと思

っています。 

○菊池伸也副議長 平山議員。 

○８番（平山晶邦議員） 市長のご認識はわかりましたが，私が前段で申し上げたのは，そうい

う残された時間も非常に少ない現状があるということです。そしてまた，里美ふるさと振興公社

の一般財団法人の理事の執行体制に関しましても，やはり 4,５００万円ぐらい年間出して，なお

かつ 3,０００万円の赤字なわけですから，トータル的に言えば 7,０００万円もの差があるわけで

す。そしてまた，現金も物すごく荒い動きをしていると思うんです。１年間で普通預金が 3,００

０万円も取り崩されている，出捐金も 8,０００万円取り崩されている，里美におきましてはそう

いう実態があると。そういうふうな残された時間の中で，ぜひとも抜本的な改革をよろしくお願

いしたいと要望しておきます。 

 それと２番目，３番目の道路の整備，そしてまた耐震化に対する進捗状況の説明はよく理解で

きました。ありがとうございました。 

 前段の要望を申し上げて，私の一般質問を終わります。 

        


